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１
．
保
険
契
約
者

保
護
基
金
制
度
の

創
設

　（
１
）
制
度
創
設
の
経
緯

　
ア
．
保
険
業
法
改
正
前
の

破
綻
処
理

　
改
正
保
険
業
法
（
１
９
９

６
年
４
月
１
日
施
行
）
に
よ

り
保
険
契
約
者
保
護
基
金
が

制
度
化
さ
れ
る
以
前
は
、
保

険
会
社
が
経
営
危
機
に
陥
っ

た
場
合
に
、
監
督
当
局
が
当

該
保
険
会
社
の
保
険
契
約
を

他
の
保
険
会
社
に
移
転
す
る

こ
と
や
合
併
す
る
こ
と
を
命

令
で
き
、
移
転
先
や
合
併
先

の
保
険
会
社
が
保
険
責
任
を

引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

保
険
契
約
者
の
保
護
を
図
っ

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

保
険
契
約
の
移
転
命
令
等
を

受
け
た
特
定
の
保
険
会
社
に

負
担
を
強
い
る
等
の
問
題
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　
実
際
に
、
戦
後
初
の
損
害

保
険
会
社
の
破
綻
処
理
と
な

っ
た
キ
ャ
ピ
タ
ル
保
険
会
社

（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
日
本
支
社

の
破
綻
（
１
９
６
８
年
11

月
）
に
際
し
て
は
、
保
険
契

約
の
移
転
を
引
き
受
け
る
保

険
会
社
が
現
れ
な
か
っ
た
た

め
、
大
蔵
省
は
安
田
火
災
海

上
保
険
株
式
会
社
に
対
し
包

括
移
転
の
命
令
を
出
し
（
１

９
６
９
年
１
月
）、国
内
損
害

保
険
会
社
20
社
は
、
保
険
契

約
者
等
の
救
済
の
た
め
、
毀

損
し
た
責
任
準
備
金
等
を
各

社
の
正
味
保
険
料
と
運
用
資

産
に
応
じ
て
負
担
す
る
こ
と

に
な
っ
た
（
同
年
３
月
）
。

　
イ
．
保
険
契
約
者
保
護
基

金
制
度
の
検
討

　
保
険
審
議
会
答
申
「
新
し

い
保
険
事
業
の
在
り
方
」

（
１
９
９
２
年
６
月
17
日
）

に
お
い
て
、
保
険
会
社
の
経

営
危
機
を
未
然
に
防
止
す
る

こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
保

険
契
約
者
や
保
険
制
度
の
信

頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に

は
、
保
険
会
社
の
経
営
危
機

時
の
対
応
を
整
備
す
る
こ
と

も
必
要
で
あ
る
旨
が
示
さ
れ

た
。

　
当
時
、
保
険
契
約
は
契
約

後
の
リ
ス
ク
の
変
化
等
に
よ

っ
て
、
再
加
入
が
困
難
ま
た

は
高
額
に
な
る
可
能
性
が
あ

る
た
め
、
保
険
契
約
者
の
保

護
と
し
て
は
、
契
約
中
の
保

険
契
約
を
存
続
さ
せ
る
こ
と

が
最
も
重
要
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。

　
同
審
議
会
答
申
を
受
け
、

１
９
９
６
年
４
月
１
日
施
行

の
改
正
保
険
業
法
に
お
い

て
、
破
綻
保
険
会
社

の
保
険
契
約
を
継
承

す
る
救
済
保
険
会
社

に
対
し
資
金
援
助
を

行
う
仕
組
み
と
し

て
、
保
険
契
約
者
保

護
基
金
制
度
が
創
設

さ
れ
た
。

　（
２
）
損
害
保
険
契
約
者

保
護
基
金
の
設
立

　
損
害
保
険
協
会
は
、
改
正

保
険
業
法
の
公
布
（
１
９
９

５
年
６
月
７
日
）
を
受
け
、

損
害
保
険
契
約
者
保
護
基
金

（
以
下「
保
護
基
金
」
と
い

う
）設
立
の
検
討
を
進
め
た
。

　
検
討
の
結
果
、
損
害
保
険

協
会
が
保
護
基
金
を
兼
ね
る

こ
と
に
な
り
、
大
蔵
大
臣
か

ら
指
定
を
受
け
た
（
１
９
９

６
年
３
月
28
日
）
。
な
お
、

保
護
基
金
に
は
、
対
象
の
全

損
害
保
険
会
社
48
社
（
損
害

保
険
協
会
会
員
会
社
25
社
、

非
会
員
会
社
23
社
）
が
参
加

し
た
。

２
．
損
害
保
険
契

約
者
保
護
機
構
の

設
立

　（
１
）
損
害
保
険
契
約
者

保
護
機
構
の
設
立
経
緯

　
保
護
基
金
は
、
救
済
保
険

会
社
が
現
れ
な
い
と
資
金
援

助
が
で
き
な
い
等
の
課
題
が

あ
っ
た
た
め
、
保
護
基
金
の

設
立
（
１
９
９
６
年
４
月
１

日
）
後
も
保
険
審
議
会
に
お

い
て
、支
払
保
証
制
度（
注
）

の
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。

　（
注
）
支
払
保
証
制
度
と

は
、
保
険
会
社
が
破
綻
し
た

場
合
に
、
保
険
契
約
者
の
持

つ
権
利
を
一
定
の
範
囲
で
保

証
す
る
仕
組
み
を
い
う
。
そ

の
方
法
は
、
保
険
契
約
を
引

き
継
ぐ
保
険
会
社
へ
の
資
金

援
助
、
制
度
組
織
で
の
保
険

契
約
の
継
承
、
制
度
組
織
が

保
険
契
約
者
に
支
払
い
を
行

っ
て
破
綻
保
険
会
社
に
代
位

求
償
す
る
等
の
多
様
な
形
態

が
考
え
ら
れ
た
。

　
損
害
保
険
協
会
は
、
監
督

当
局
に
お
け
る
検
討
に
併
せ

て
、
支
払
保
証
制
度
導
入
に

向
け
た
検
討
を
開
始
し
た

（
１
９
９
６
年
11
月
）
。

　
検
討
に
お
い
て
は
、
保
護

基
金
は
救
済
保
険
会
社
が
現

れ
な
い
場
合
に
は
機
能
し
な

い
こ
と
等
の
問
題
点
が
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
業
界
全
体

で
の
負
担
増
加
程
度
の
妥
当

性
、
各
社
負
担
の
早
期
確
定

と
株
主
代
表
訴
訟
上
の
問
題

点
、
保
険
契
約
者
の
自
己
責

任
の
程
度
や
全
体
に
か
か
る

事
務
ロ
ー
ド
等
の
観
点
か
ら

保
険
審
議
会
委
員
等
に
意
見

表
明
を
行
っ
た
。

　
そ
の
後
、
改
正
保
険
業
法

（
１
９
９
８
年
12
月
１
日
施

行
）
に
よ
り
、
保
険
契
約
者

保
護
機
構
（
以
下
「
保
護
機

構
」
と
い
う
）
が
設
立
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
、
損
害
保
険

協
会
で
は
、
損
害
保
険
契
約

者
保
護
機
構
創
設
準
備
会
を

設
置
し
（
同
年
７
月
１
日
）、

保
護
機
構
の
定
款
、
規
程
、

事
業
計
画
、
組
織
・
要
員
体

制
等
の
検
討
を
行
い
、
併
せ

て
、
要
員
体
制
お
よ
び
理
事

候
補
者
選
定
に
つ
い
て
考
え

方
を
ま
と
め
た
。

　（
２
）
保
護
機
構
の
設
立

と
保
護
基
金
の
解
散

　
保
護
機
構
は
、
全
損
害
保

険
会
社
56
社
（
損
害
保
険
協

会
会
員
会
社
32
社
、
非
会
員

会
社
24
社
）
が
加
入
し
設
立

さ
れ
（
１
９
９
８
年
12
月
１

日
）
、
保
護
基
金
は
解
散
し

た
（
同
年
12
月
31
日
）
。

　（
３
）
保
護
機
構
の
概
要

　
保
護
機
構
は
、
損
害
保
険

会
社
に
加
入
が
義
務
づ
け
ら

れ
、
救
済
保
険
会
社
へ
の
資

金
援
助
（
図
表
１
）
に
加
え

て
、
救
済
保
険
会
社
が
現
れ

な
い
場
合
で
も
、
破
綻
保
険

会
社
の
保
険
契
約
を
同
機
構

に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
（
図
表
２
）
。

　
さ
ら
に
、
保
険
業
法
の
改

正
（
２
０
０
０
年
６
月
30
日

施
行
）
に
伴
い
、
承
継
保
険

会
社
（
保
護
機
構
の
出
資
に

よ
り
設
立
す
る
子
会
社
）
に

よ
る
保
険
契
約
の
承
継
や
補

償
対
象
支
払
保
険
金
に
対
す

る
救
済
保
険
会
社
へ
の
資
金

援
助
が
可
能
と
な
る
等
、
一

層
の
保
険
契
約
者
保
護
が
進

ん
だ
。

　
保
護
機
構
の
設
立
に
よ

り
、
保
険
契
約
者
は
、
破
綻

保
険
会
社
の
資
産
の
毀
損
が

大
き
い
場
合
で
も
、
補
償
対

象
保
険
契
約
に
つ
い
て
最
低

限
の
補
償
が
得
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

３
．
損
害
保
険
会

社
の
破
綻
と
そ
の

対
応

　
保
護
機
構
の
設
立
後
、
損

害
保
険
業
界
で
は
、
第
一
火

災
海
上
保
険
相
互
会
社
の
破

綻
（
２
０
０
０
年
５
月
１

日
）
、
大
成
火
災
海
上
保
険

株
式
会
社
の
破
綻
（
２
０
０

１
年
11
月
22
日
）
を
経
験
し

た
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
保

護
機
構
が
関
与
し
て
破
綻
処

理
を
行
っ
た
が
、
前
者
は
保

険
業
法
の
下
で
の
破
綻
処
理

と
な
り
、
損
害
保
険
協
会
も

保
険
管
理
人
の
一
人
と
し

て
、
同
社
の
保
険
契
約
の
移

転
計
画
の
作
成
等
を
行
い
、

保
険
契
約
は
保
護
機
構
へ
移

転
し
た
。
一
方
、
後
者
は
会

社
更
生
法
の
下
で
ス
ポ
ン
サ

ー
会
社
（
株
式
会
社
損
害
保

険
ジ
ャ
パ
ン
）
に
統
合
し
保

険
契
約
を
継
続
さ
せ
、
保
護

機
構
は
ス
ポ
ン
サ
ー
会
社
へ

資
金
援
助
を
行
っ
た
。

４
．
支
払
保
証
制

度
の
改
正

　（
１
）
損
害
保
険
業
界
内

で
の
見
直
し
の
検
討

　
保
護
機
構
で
は
、
第
一
火

災
海
上
保
険
相
互
会
社
の
破

綻
に
際
し
て
救
済
保
険
会
社

が
現
れ
ず
、
保
護
機
構
が
引

受
業
務
を
行
っ
た
経
験
等
を

踏
ま
え
、
実
務
的
見
地
か
ら

保
険
契
約
者
保
護
の
あ
り
方

を
検
討
し
、
「
損
害
保
険
会

社
の
破
綻
処
理
の
再
検
討
に

つ
い
て
」
（
２
０
０
２
年
４

月
25
日
）
を
ま
と
め
た
。

　
同
報
告
書
で
は
、
１
年
契

約
の
多
い
損
害
保
険
に
お
い

て
は
、
破
綻
処
理
中
に
保
険

契
約
は
満
期
を
迎
え
る
こ
と

に
よ
り
顧
客
、
販
売
網
等
の

経
営
基
盤
が
失
わ
れ
て
し
ま

う
こ
と
な
ど
、
実
務
的
見
地

か
ら
の
問
題
点
を
挙
げ
、
法

律
改
正
を
伴
う
抜
本
的
な
見

直
し
に
向
け
た
検
討
が
必
要

で
あ
る
と
の
整
理
が
な
さ
れ

た
。

　
損
害
保
険
協
会
で
は
、
同

報
告
を
受
け
て
検
討
を
進

め
、
「
保
険
会
社
の
経
営
破

綻
後
一
定
期
間
内
に
発
生
し

た
保
険
事
故
に
つ
い
て
保
険

金
が
１
０
０
％
支
払
わ
れ
る

こ
と
を
保
護
機
構
が
保
証

し
、
保
険
契
約
者
は
そ
の
保

証
期
間
中
に
、
新
た
な
保
険

会
社
と
保
険
契
約
を
締
結
す

る
こ
と
に
よ
り
補
償
機
能
の

維
持
を
図
る
」
と
い
う
骨
子

を
取
り
ま
と
め
、
公
表
し
た

（
２
０
０
３
年
３
月
20
日
）。

　（
２
）
金
融
審
議
会
の
検

討　
金
融
審
議
会
は
、
金
融
分

科
会
第
二
部
会
の
下
に
保
険

の
基
本
問
題
に
関
す
る
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し

た
（
２
０
０
４
年
５
月
７

日
）
。
同
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
プ
は
、
検
討
結
果
を
「
保

険
契
約
者
保
護
制
度
の
見
直

し
に
つ
い
て
」
と
し
て
ま
と

め
、
金
融
審
議
会
金
融
分
科

会
第
二
部
会
に
報
告
し
た

（
２
０
０
４
年
12
月
14
日
）。

　
報
告
書
で
は
、
生
損
保
共

通
の
枠
組
み
か
ら
、
保
険
契

約
種
類
の
性
質
に
応
じ
て
保

険
契
約
者
に
対
す
る
補
償
の

あ
り
方
を
変
え
る
こ
と
が
適

当
で
あ
り
、
第
二
分
野
の
保

険
契
約
は
、
破
綻
後
３
か
月

内
に
発
生
し
た
事
故
の
保
険

金
を
全
額
保
証
し
、
そ
れ
以

降
は
責
任
準
備
金
等
の
80
％

補
償
と
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
と
さ
れ
た
。

　（
３
）
見
直
し
後
の
補
償

範
囲

　
改
正
保
険
業
法
（
２
０
０

６
年
４
月
１
日
施
行
）
に
お

い
て
、
前
記
の
検
討
経
緯
を

踏
ま
え
た
制
度
改
正
が
な
さ

れ
（
図
表
３
）
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

（
つ
づ
く
）

◇

　【
文
責
：
日
本
損
害
保
険

協
会
】

　
本
特
集
で
は
、
日
本
損
害
保
険
協
会
が
創
立
1
0
0
周
年
に
あ
た
り
刊
行
し
た
「
日
本
損
害
保
険
協
会
百
年
史
」
を

も
と
に
、
同
協
会
の
歩
み
を
紹
介
し
て
い
る
。
第
12
回
の
今
回
は
、
保
険
契
約
者
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
創
設
と
変

遷
に
つ
い
て
振
り
返
る
。

損保協会作成の記念ロゴ

特
集
　 

損
保
協
会  

～
１
０
０
年
の
あ
ゆ
み
～

保
険
契
約
者
保
護
の
た
め
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
構
築

【第12回】

図表３　見直し後の補償範囲

保険種類 保険金 解約返戻金
満期返戻金

第
二
分
野

自賠責保険
補償割合100％

地震保険

自動車保険
・�破綻後3か月は
���補償割合100％
・�3か月経過後は
���補償割合80％

補償割合80％
上記以外の損害保険
※�保険契約者が個人、小規模法人、マンション
管理組合の場合に限る

第
三
分
野

短期傷害保険、海外旅行傷害保険

年金払型積立傷害保険
財産形成貯蓄傷害保険
確定拠出年金傷害保険 補償割合90％

補償割合90％

上記以外の疾病・傷害保険 補償割合90％
※積立部分は80％

図表１　資金援助業務の流れ

図表２　保険引受業務の流れ

保
護
機
構

金
融
再
生
委
員
会

大
蔵
大
臣

契
約
者
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